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【機密性２】 

 

第一種貨物利用運送事業（自動車）の実態調査結果を踏まえた対策 

 

第一種貨物利用運送事業（自動車）の実態調査の結果、一部の第一種貨物利用

運送事業者（自動車）において、①貨物自動車運送事業に関連する法令・ガイドライ

ン等の理解、②受注先からの不当行為への対応といった点で課題があることが判明

した。 

 

 このため、以下の取組を進めることとする。 

 

【貨物自動車運送事業の制度等に関する啓発】  

(1) トラック新規講習会への参加要請 

・第一種貨物利用運送事業者（自動車）に対して、その新規登録時に、運輸支局等におい

て実施する貨物自動車運送事業の新規講習会への参加を要請する。 

(2) 運行管理者関係の講習受講の推奨 

・第一種貨物利用運送事業者（自動車）に対して、自動車事故対策機構等で実施する運行

管理者基礎講習の受講を推奨する。 

・第一種貨物利用運送事業者（自動車）に対して、トラック協会等で実施する運行管理関

係の講習の受講を推奨する。 

【指導監督体制の強化】  

(3) 荷主勧告制度と連動した監査の実施 

・貨物利用運送事業者が荷主勧告又は警告書の発出を受けた場合、当該事業者に対して

貨物利用運送事業法に基づく監査を実施し、悪質な事案については公表を行う。 

(4) 監査の強化・充実 

・貨物利用運送事業者に対する監査において、書面化をはじめとした適正取引の確保の

観点からも確認を行う等、監査の強化・充実を図る。 

(5) 適正取引相談窓口の周知 

・貨物自動車運送事業者に対して、荷主、元請事業者及び下請事業者の間の取引の適正

化等の相談を受け付けている地方運輸局、運輸支局等の適正取引相談窓口の活用につい

て周知を図るとともに、相談窓口に寄せられた情報を貨物利用運送事業者に対する監査

の端緒として活用する。 

【第一種貨物利用運送事業者（自動車）に対する周知】 

(6) 第一種貨物利用運送事業者（自動車）に対し、実態調査結果及び国土交通省の取

組を周知 

・第一種貨物利用運送事業者（自動車）の法令・ガイドライン等への理解や適切な事業運

営を促進するため、全ての第一種貨物利用運送事業者（自動車）に対して、実態調査結

果及び上記の国土交通省の取組を文書で周知する。 
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第一種貨物利用運送事業（自動車）に関する実態調査結果【抜粋】

貨物自動車運送事業に関連する法令等の理解

「実運送なし」の理解の割合は、すべての項目において「実運送あり」に
比べて割合が低かった。

実際に直面したことのある不当な行為への対応

「改善を図った」との回答は「実運送なし（５８．９％）」が、「実運送あり（５１．
４％）」を上回った。

76.3

49.6

56.9

42.0

30.0

2.4

15.6

91.1

78.7

58.4

58.6

39.0

0.7

5.8

0% 20% 40% 60% 80% 100%

貨物自動車運送事業法

改善基準告示

独占禁止法、下請法、物流特殊指定、

下請・荷主適正取引推進ガイドライン

標準貨物自動車運送約款、トラック運

送業における書面化推進ガイドライン

荷主勧告制度

その他

無回答

実運送なし（n=807）

実運送あり（n=572）

（複数回答）

「実運送なし（５１．８％）」と「実運送あり（５０．９％）」であり、両者に大き
な差はなかった。

協力（下請）実運送事業者の具体的な安全確保のため、
措置又は意識していること有無

51.8

50.9

30.7

35.8

17.5

13.3

0% 20% 40% 60% 80% 100%

実運送なし（n=807）

実運送あり（n=572）

ある ない 無回答

58.9

34.1

36.0

20.5

4.7

3.5

3.9

51.4

45.0

36.5

14.2

9.9

1.8

3.2

0% 20% 40% 60%

発注者に対して話合いの機会を設定し、

理解を得て、改善を図った

現在のところ、改善は見られないが、

継続的に改善の申し入れをしている

改善が図られない場合には、

受注を断った（または取引を解消した）

実運送事業者、他の利用事業者とともに、

連携して交渉をしている

何をしても状況は改善しないため、

特に対応していない

その他

無回答

実運送なし（n=258）

実運送あり（n=282）

（複数回答）

実際に直面したことがある不当な行為

実運送なし・ありのいずれも「直面したことはない」が最も割合が多いが、
「実運送なし（４８．６％）」と「実運送あり（４１．４％）」との間で約７ポイント
の差が生じた。また、実際に直面した各不当行為についても「実運送あり」
が「実運送なし」をいずれも上回った。

19.5

13.9

14.3

7.1

48.6

19.5

39.2

23.1

18.9

9.3

41.4

9.3

0% 20% 40% 60%

貨物の積込、荷卸の際の待機時間の

改善を申し入れても、改善がなされない

積込前に貨物量を増やすような急な依頼

非合理な到着時間の設定

やむをえない遅延に対するペナルティの設定

上記のような行為には直面したことはない

無回答

実運送なし（n=807）

実運送あり（n=572）

（複数回答）

※ 「実際に直面したことのある不当な行為がある」と回答した事業者のみ集計対象
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２．発注手段（継続取引、スポット取引）（全体集計）

発注手段の順位では、１位は継続取引、スポット取引のいずれも「電話」が最も多かった。

発注する手段（順位の回答数）【継続取引】

※無回答を除いて集計 ※無回答を除いて集計

発注する手段（順位の回答数）【スポット取引】

３．書面による発注を行っている場合の記載事項（全体集計）

ＦＡＸ、電子メール等により、発注先に対して書面を交付している場合、記載している内容は「運送日時（８３．８％）」を
筆頭に、「附帯業務内容（６７．９％）」、「運賃・料金（４８．５％）」、「附帯業務料金（４２．１％）」、「車両留置料（１１．
６％）」、「燃油サーチャージ（８．９％）」の順で低くなった。

発注する立場における記載事項

１．アンケート調査の概要

目的：
貨物利用運送事業者と貨物自動車
運送事業者の取引関係や輸送の安
全確保等の実態を把握し、トラック輸
送における適正な取引や安全運行
の確保を図るために必要な情報を収
集することを目的として、調査するも
のである。

調査期間：

平成２６年８月～１０月

有効回答数：１，３７９事業者

実運送実施の有無

実運送

をしてい

る

41.5%

実運送

をしてい

ない

58.5%

(n=1,379)(n=1,379)

※実運送のある事業者とは、営業用トラック

の保有車両数に記載のある事業者のこと

である。

83.8

67.9

48.5

42.1

11.6

8.8

5.9

0.8

5.7

12.0

13.3

13.8

12.4

4.1

0.9

6.8

18.4

21.7

47.5

52.0

15.0

14.6

19.6

21.0

22.8

27.1

26.8

75.1

0% 20% 40% 60% 80% 100%

運送日時

附帯業務内容

運賃・料金

附帯業務料金

車両留置料

燃油サーチャージ

その他

記載している あまり記載していない 全く記載していない 無回答

（n=1,379）

336

470

171

85

68

498

253

73

124
7

102

134

257

168

8

15

62

149

180

11

1

2

10

11

252

0 200 400 600 800 1000

FAX

電話

文書

電子メール等

その他

1位 2位 3位 4位 5位

件

272

566

83

69

9

516

187

68

107
4

97

90

261

160

4

10

33

152

177

16

6

12

244

0 200 400 600 800 1000

FAX

電話

文書

電子メール等

その他

1位 2位 3位 4位 5位

件件
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４．貨物自動車運送事業に関連する法令等の理解
（実運送の有無によるクロス集計）

「実運送なし」の理解の割合は、「貨物自動車運送事業法（７６．３％）」、「改
善基準告示（４９．６％）」、「独占禁止法、下請法、物流特殊指定、下請・荷主
適正取引推進ガイドライン（５６．９％）」、「標準貨物自動車運送約款、トラック
運送業における書面化推進ガイドライン（４２．０％）」及び「荷主勧告制度（３
０．０％）」となっており、すべての項目において「実運送あり」に比べて理解の
割合が低かった。

貨物自動車運送事業に関連する法令等の理解

５．実運送事業者の把握状況（実運送の有無によるクロス集計）

実運送事業者の把握状況について、実運送なしでは、「全て把握」と「概ね把
握」の合計は７８．８％、実運送ありでは同８３．３％と、大きな差はなかった。

実運送事業者の把握状況

６．真荷主から見た場合の立場（全体集計）

真荷主から見て、何番目に受注する立場なのかについて、「１次受注者（７５．
０％）」、「２～３次受注者（５２．０％）」、「４～５次受注者（１１．３％）」及び「６次
以降受注者（３．７％）」となっており、４次受以降で受注する事業者は少ない状
況であった。

75.0

52.0

11.3

3.7

7.5

14.4

0% 20% 40% 60% 80% 100%

真荷主からの1次受注者

真荷主からの2～3次受注者

真荷主からの4～5次受注者

真荷主からの6次以降受注者

わからない

無回答

(複数回答，n=1,379)
真荷主から見た場合の立場

37.3

44.1

41.5

39.2

6.1

5.8

0.2

0.5
14.9

10.5

0% 20% 40% 60% 80% 100%

実運送なし（n=807）

実運送あり（n=572）

全て把握している 概ね把握している

把握していないときもある 全く把握していない

無回答

76.3

49.6

56.9

42.0

30.0

2.4

15.6

91.1

78.7

58.4

58.6

39.0

0.7

5.8

0% 20% 40% 60% 80% 100%

貨物自動車運送事業法

改善基準告示

独占禁止法、下請法、物流特殊指定、

下請・荷主適正取引推進ガイドライン

標準貨物自動車運送約款、トラック運

送業における書面化推進ガイドライン

荷主勧告制度

その他

無回答

実運送なし（n=807）

実運送あり（n=572）

（複数回答）

4



７．着時間に無理がある発注の有無
（実運送の有無によるクロス集計）

着時間に無理がある発注を感じたことがある事業者の割合は、「実運送なし
（２４．８％）」と「実運送あり（３８．１％）」となっており、「実運送あり」の方が、
感じたことがある割合が高かった。

着時間に無理のある発注の有無

８．着時間に無理がある運送依頼を断った経験の有無
（実運送の有無によるクロス集計）

着時間に無理がある発注を感じたことがある事業者のうち、実運送なしでは、
８０．０％の事業者は運送依頼を断った経験があり、更に運行管理者１人以
上有する事業者に限ると８３．０％となった。

着時間に無理のある運送依頼を断った経験の有無

※ 「安全運行に関する規制に照らし合わせ、指定した着時間に無理があるのではない
かと感じたことがある」と回答した事業者のみ集計対象

９．着時間に無理がある運送を発注した理由（全体集計）

着時間に無理がある発注と感じながら、運送を発注した理由は、「顧客（真荷主や元請事業者）に懸念を伝えたが、指定した着時間を守るよう指示されたため（７
１．４％）」を筆頭に、「顧客に懸念を伝えると取引関係に支障が出ると考えたため（５７．１％）」、「発注先の実運送事業者が承諾したため（５０．０％）」、「指定した
着時間が守れない場合には、自社が損害賠償の責任を負っているため（４０．５％）」の順番となった。

着時間に無理のある運送を発注した理由

※ 「安全運行に関する規制に照らし合わせ、指定した着時間に無
理があるのではないかと感じたことがある」が、「運送を断ったこ
とがない」と回答した事業者のみ集計対象

71.4

57.1

50.0

40.5

36.9

3.6

0% 20% 40% 60% 80%

顧客（真荷主や元請事業者）に懸念を伝えたが、

指定した着時間を守るよう指示されたため

顧客に懸念を伝えると取引関係に

支障が出ると考えたため

発注先の実運送事業者が承諾したため

指定した着時間が守れない場合には、

自社が損害賠償の責任を負っているため

その他

無回答

(複数回答，n=84)

80.0

68.8

13.0

26.6

7.0

4.6

0% 20% 40% 60% 80% 100%

実運送なし（n=200）

実運送あり（n=218）

断ったことがある 断ったことはない
無回答

83.0 9.0 8.0

0% 20% 40% 60% 80% 100%

実運送なし、運行管理者1人以上（n=100）

断ったことがある 断ったことはない
無回答

24.8

38.1

62.0

58.0

13.3

3.8

0% 20% 40% 60% 80% 100%

実運送なし（n=807）

実運送あり（n=572）

感じたことがある 感じたことはない 無回答
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具体例ありの回答は、「実運送なし（５１．８％）」と「実運送あり（５０．９％）」であり、両者に大きな差はなかった。

１０．協力（下請）実運送事業者の安全確保のため、措置又は意識していることの有無（実運送の有無によるクロス集計）

実運送事業者の安全運行確保のための具体例の有無

１１．実際に直面したことがある不当な行為の有無
（実運送の有無によるクロス集計）

実運送なし・ありのいずれも「直面したことはない」が最も割合が多いが、「実
運送なし（４８．６％）」と「実運送あり（４１．４％）」との間で約７ポイントの差が
生じた。また、実際に直面した各不当行為についても「実運送あり」が「実運
送なし」をいずれも上回った。

実際に直面したことのある不当な行為の有無

１２．実際に直面したことのある不当な行為への対応
（実運送の有無によるクロス集計）

「改善を図った」との回答は「実運送なし（５８．９％）」が、「実運送あり（５１．
４％）」を上回った。

実際に直面したことのある不当な行為への対応

※ 「実際に直面したことのある不当な行為がある」と回答した事業者のみ集計対象

58.9

34.1

36.0

20.5

4.7

3.5

3.9

51.4

45.0

36.5

14.2

9.9

1.8

3.2

0% 20% 40% 60%

発注者に対して話合いの機会を設定し、

理解を得て、改善を図った

現在のところ、改善は見られないが、

継続的に改善の申し入れをしている

改善が図られない場合には、

受注を断った（または取引を解消した）

実運送事業者、他の利用事業者とともに、

連携して交渉をしている

何をしても状況は改善しないため、

特に対応していない

その他

無回答

実運送なし（n=258）

実運送あり（n=282）

（複数回答）

51.8

50.9

30.7

35.8

17.5

13.3

0% 20% 40% 60% 80% 100%

実運送なし（n=807）

実運送あり（n=572）

ある ない 無回答

19.5

13.9

14.3

7.1

48.6

19.5

39.2

23.1

18.9

9.3

41.4

9.3

0% 20% 40% 60%

貨物の積込、荷卸の際の待機時間の

改善を申し入れても、改善がなされない

積込前に貨物量を増やすような急な依頼

非合理な到着時間の設定

やむをえない遅延に対するペナルティの設定

上記のような行為には直面したことはない

無回答

実運送なし（n=807）

実運送あり（n=572）

（複数回答）
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「方面、重量、距離、出発時間等の諸条件により「事前に合意した運賃表」をもとに決定する（７２．１％）」を筆頭に、「発注先から提示される運賃（６３．９％）」、
「実運送事業者の運送原価を考慮し、話合いにより運賃を決定する（６３．６％）」、「方面、重量、距離、出発時間等の諸条件による「相場運賃」で決定する（６１．
４％）」の順番で続いている。

１３．受注先から受け取る運賃の決定方法

受注先から受け取る運賃の決定方法

72.1

63.9

63.6

61.4

33.6

20.7

9.1

0% 20% 40% 60% 80%

方面、重量、距離、出発時間等の諸条件により「事前に合意した運賃表」をもとに決定する

発注先から提示される運賃

実運送事業者の運送原価を考慮し、話合いにより運賃を決定する

方面、重量、距離、出発時間等の諸条件による「相場運賃」で決定する

競争入札等にかけ、発注先から提示された最も有利な価格を発注先に提示し決定する

その他

無回答

(複数回答，n=1,379)
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